
 

 
 

  

  令和２年４月 14日 

各 位 

会 社 名 アクサスホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役 社長 久岡 卓司 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３５３６） 

問合せ先 取締役経営管理部長 新藤 達也 

（TEL．０７８－２５１－８８４４） 

 

特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 当社の連結子会社であるアクサス株式会社及びＡＣリアルエステイト株式会社（以下「ＡＣリアルエステイ

ト」という）は、平成 27年２月 26日付におきまして、旧雑貨屋ブルドッグ（ＡＣリアルエステイト）の前取

締役（旧雑貨屋ブルドッグ前代表取締役小楠昭彦、他１名）に対して損害賠償請求訴訟を提起しており、令和

２年１月 23日付「当社連結子会社の訴訟判決の確定に関するお知らせ」のとおり、同年１月 21日付にて最高

裁判所による上告の棄却及び不受理が決定されたことによって判決が確定しております。 

 本件につきまして、令和２年８月期第２四半期連結決算において、特別利益及び特別損失を計上することと

なりましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別利益及び特別損失の計上 

  令和２年８月期第２四半期連結決算において、確定した 331,528千円の訴訟債権に基づき、受取損害賠償

金 331,528千円を特別利益に計上しておりますが、会計上の基準等に基づき、貸倒引当金繰入額 331,528千

円を特別損失に同額計上するに至っております。 

 

２．今後の見通し  

  本件、特別損利益及び特別損失による、令和２年８月期の連結業績に与える影響はございません。 

確定した 331,528千円の訴訟債権につきましては、法的手段を含めあらゆる手段を講じ、全額の回収を図

ってまいります。 

 本件に関して今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


